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○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
一
号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
及
び
都
市
再
生
特
別
措

置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
八

十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
、
都
市
再
開
発
法
（

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
都

市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
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に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
国
際
競
争
力
強
化
施
設
）

第
一
条

法
第
十
九
条
の
二
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
国
際
会
議
場
施
設
、
医
療
施
設
そ
の

[

条
を
加
え
る
。]

他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為
）

（
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為
）

第
一
条
の
二

[

略]

第
一
条

[

同
上]

（
開
発
行
為
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
開
発
行
為
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
三

[

略]

第
一
条
の
二

[

同
上]

（
開
発
行
為
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
開
発
行
為
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
四

[

略]

第
一
条
の
三

[

同
上]

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
五

[

略]

第
一
条
の
四

[

同
上]

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
六

[

略]

第
一
条
の
五

[

同
上]

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
七

[

略]

第
一
条
の
六

[

同
上]

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
八

[

略]
第
一
条
の
七

[

同
上]

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
九

[

略]

第
一
条
の
八

[

同
上]

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
十

[

略]

第
一
条
の
九

[

同
上]
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（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
十
一

[

略]

第
一
条
の
十

[

同
上]

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
十
二

[

略]

第
一
条
の
十
一

[

同
上]

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
十
三

法
第
十
九
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議

第
一
条
の
十
二

[

同
上]

書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
申
出
に
係
る
建
築
物
の
建
築
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
建
築
主
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る

一

都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る

事
項
（
法
第
十
九
条
の
十
三
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

事
項
（
法
第
十
九
条
の
十
三
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項
。
次
項
第
一

、
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項
。
次
項
第
一

号
、
第
一
条
の
十
六
第
一
号
及
び
第
一
条
の
二
十
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類

号
、
第
一
条
の
十
五
第
一
号
及
び
第
一
条
の
十
九
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類

二

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法

二

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
第
一
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
並
び
に
そ
の
添
付

合
を
含
む
。
第
一
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
並
び
に
そ
の
添
付

図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書
又
は
同
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書
又
は
同
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
同
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
同
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
要
す
る
通
知
書
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
要
す
る
通
知
書
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類

及
び
図
書

及
び
図
書

２

[

略]

２

[

同
上]

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
十
四

[

略]

第
一
条
の
十
三

[

同
上]

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
十
五

建
築
主
事
は
、
法
第
十
九
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は

第
一
条
の
十
四

建
築
主
事
は
、
法
第
十
九
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は

第
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済

第
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済

証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
三
第

証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
二
第

一
項
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
確
認
済
証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

一
項
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
確
認
済
証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は

２

特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
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く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
三
第
二
項
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て

く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
二
第
二
項
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て

、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
十
六

[

略]

第
一
条
の
十
五

[

同
上]

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
十
七

[

略]

第
一
条
の
十
六

[

同
上]

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
十
八

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に

第
一
条
の
十
七

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に

関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
六
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が

の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
五
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
の
容
積
率
の
特
例
に
係
る
認
定
申
請
書
及
び
認
定
通
知
書
の

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
の
容
積
率
の
特
例
に
係
る
認
定
申
請
書
及
び
認
定
通
知
書
の

様
式
）

様
式
）

第
一
条
の
十
九

[

略]

第
一
条
の
十
八

[

同
上]

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
二
十

[

略]

第
一
条
の
十
九

[

同
上]

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
二
十
一

[

略]

第
一
条
の
二
十

[

同
上]

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
二
十
二

特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
条
の
二
十
一

特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
二
十
の
協
議

認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
九
の
協
議

書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体

書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体

に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

（
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
二
十
三

[

略]

第
一
条
の
二
十
二

[

同
上]
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（
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

（
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
二
十
四

[

略]

第
一
条
の
二
十
三

[

同
上]

（
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
再
生
事
業
支
援
業
務
の
基
準
）

（
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
再
生
事
業
支
援
業
務
の
基
準
）

第
六
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業

第
六
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業

務
（
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
援
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

務
（
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
援
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
～
五

[

略]

一
～
五

[

同
上]

（
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
八
条
の
十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（

[

条
を
加
え
る
。]

法
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
及
び
そ
の
属
す
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
非
常
用
電
気
等
供
給
施

設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
及
び
そ
の
属
す
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
非
常
用
電
気
等
供
給
施

設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
非
常
用
電
気
等
供
給

施
設
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担

を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

五

協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
八
条
の
十
三

第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
非

[
条
を
加
え
る
。]

常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
市
利
便
増
進
施
設
）

（
都
市
利
便
増
進
施
設
）

第
十
二
条
の
二

法
第
四
十
六
条
第
十
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

第
十
二
条
の
二

法
第
四
十
六
条
第
十
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。

。

一
～
十

[

略]

一
～
十

[

同
上]
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（
居
住
者
等
利
用
施
設
）

第
十
二
条
の
三

法
第
四
十
六
条
第
十
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

[

条
を
加
え
る
。]

一

道
路
、
通
路
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二

公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

三

噴
水
、
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

四

教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
福
祉
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五

集
会
場
、
業
務
施
設
、
宿
泊
施
設
、
食
事
施
設
、
購
買
施
設
、
休
憩
施
設
、
案
内
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の

（
市
町
村
決
定
計
画
及
び
計
画
決
定
期
限
の
公
告
）

（
市
町
村
決
定
計
画
及
び
計
画
決
定
期
限
の
公
告
）

第
十
三
条

法
第
四
十
六
条
第
十
八
項
後
段
（
同
条
第
十
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

第
十
三
条

法
第
四
十
六
条
第
十
五
項
後
段
（
同
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
定
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
定
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

[

略]

一
～
三

[

同
上]

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
等
の
申
請
）

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
等
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八
に

第
二
十
二
条

[

同
上]

よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添

え
て
、
こ
れ
ら
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

[

略]

一
～
十
一

[

同
上]

十
二

令
第
二
十
三
条
第
二
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
を

十
二

令
第
二
十
一
条
第
二
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書

十
三

[

略]

十
三

[

同
上]

２

[

略]

２

[

同
上]

（
緑
地
管
理
機
構
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
居
住
者
等
利
用
施
設
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
緑
地
管
理
機
構
が
整
備
及
び
管
理
を

[
条
を
加
え
る
。]

行
う
施
設
は
、
第
十
二
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
緑
地
（
通
路
、
広
場
そ
の
他
の
当
該
緑
地
を
利
用
す
る
都
市

の
居
住
者
そ
の
他
の
者
の
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
景
観
整
備
機
構
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
居
住
者
等
利
用
施
設
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
景
観
整
備
機
構
が
整
備
及
び
管
理
を

[

条
を
加
え
る
。]

行
う
施
設
は
、
第
十
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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（
低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
八
十
条
の
二
第
三
項
第
三
号
（
法
第
八
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

[

条
を
加
え
る
。]

）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
に
お
い
て
定
め
る
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
の
内
容
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担

を
課
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
誘
導
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
施
行
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
事
業
）

（
誘
導
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
施
行
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
事
業
）

第
三
十
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
第
四
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第

第
三
十
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
第
四
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第

二
号
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
業
並
び
に
第
九
条
に
規
定
す
る
事
業
と
す
る
。

二
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
業
並
び
に
第
九
条
に
規
定
す
る
事
業
と
す
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
特
例
）

（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
三
十
九
条

[

略]

第
三
十
九
条

[

同
上]

２
・
３

[

略]

２
・
３

[

同
上]

４

法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
法
第
四
十
三
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

４

法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
法
第
四
十
三
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
は
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
は
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
別
記
様
式
第
十
四
に
よ
る
特
定
建
築
等
行
為
許
可
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

ら
ず
、
別
記
様
式
第
十
四
に
よ
る
特
定
建
築
等
行
為
許
可
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
四
項

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
四
項

前
段
」
と
、
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
三

前
段
」
と
、
「
令
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
二

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
」
と
、
「
区
域
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
調
整
地
域
」
と

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
」
と
、
「
区
域
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
調
整
地
域
」
と

、
「
居
住
若
し
く
は
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
」
と
、
「
建
築
物
を
建
築
し
、
又
は
自
己
の
業
務
の
用
に
供

、
「
居
住
若
し
く
は
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
」
と
、
「
建
築
物
を
建
築
し
、
又
は
自
己
の
業
務
の
用
に
供

す
る
第
一
種
特
定
工
作
物
を
建
設
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法

す
る
第
一
種
特
定
工
作
物
を
建
設
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
二
十
二
号
）
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅

律
第
二
十
二
号
）
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
建
築
す
る
」
と
、
同
項
の
表
敷
地
現
況
図
の
項
中
「
建
築
物

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
建
築
す
る
」
と
、
同
項
の
表
敷
地
現
況
図
の
項
中
「
建
築
物

の
新
築
若
し
く
は
改
築
又
は
第
一
種
特
定
工
作
物
の
新
設
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物

の
新
築
若
し
く
は
改
築
又
は
第
一
種
特
定
工
作
物
の
新
設
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物

を
改
築
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
」
と
、
「
建
築
物
の
位
置
又
は
第
一
種
特
定
工
作
物
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅

を
改
築
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
」
と
、
「
建
築
物
の
位
置
又
は
第
一
種
特
定
工
作
物
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅

等
」
と
、
「
用
途
の
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
用
途
を
変
更
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
」
と
、
「
建
築
物
の
位
置

等
」
と
、
「
用
途
の
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
用
途
を
変
更
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
」
と
、
「
建
築
物
の
位
置

並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
の
位
置
並
び
に
」
と
す
る
。

並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
の
位
置
並
び
に
」
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
例
）

（
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
例
）

第
四
十
条

法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

第
四
十
条

法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

五
十
五
号
）
第
十
三
条
第
十
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模

五
十
五
号
）
第
十
三
条
第
十
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模

災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項

災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
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の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
都
市
計
画
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
都
市
計
画
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施

行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
都
市
計
画
法
施

行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
都
市
計
画
法
施

行
令
」
と
す
る
。

行
令
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部

分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の

は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
規
準
又
は
規
約
の
記
載
事
項
）

（
規
準
又
は
規
約
の
記
載
事
項
）

第
一
条
の
八

法
第
七
条
の
十
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
八

［
同
上
］

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

事
業
計
画
に
お
い
て
個
別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
準
又

［
号
を
加
え
る
。
］

は
規
約
で
定
め
る
規
模

（
個
人
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
個
人
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
一
条
の
九

法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
九

［
同
上
］

一
～
六

［
略
］

一
～
六

［
同
上
］

七

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

［
号
を
加
え
る
。
］

八

［
略
］

七

［
同
上
］

２

法
第
七
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

２

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
個
別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従

［
号
を
加
え
る
。
］

前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
個
別
利
用
区
の
面
積
が
拡
張
さ

れ
た
と
き
は
、
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

四

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
と
き
、
又
は

三

施
行
地
区
を
変
更
し
て
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
を
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
し
た
と
き
は
、
権
利
変

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
に
応
じ
な
い

換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

五

［
略
］

四

［
同
上
］

３
～
５

［
略
］

３
～
５

［
同
上
］

（
定
款
の
記
載
事
項
）

（
定
款
の
記
載
事
項
）

第
一
条
の
十
一

法
第
九
条
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
八
の
規
定
を

第
一
条
の
十
一

法
第
九
条
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
八
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
八
第
三
号
中
「
規
準
又
は
規
約
」
と
あ
る
の
は
「
定
款
」
と
読

準
用
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
設
計
の
概
要
に
関
す
る
図
書
）

（
設
計
の
概
要
に
関
す
る
図
書
）

第
五
条

法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
設
計
の
概
要
及
び
同
条
第
二
項
（
法
第
十
二
条
第
一
項
、
法
第
五
十
条
の

第
五
条

法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
設
計
の
概
要
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば

六
、
法
第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
個
別
利
用

な
ら
な
い
。

区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
同
上
］

五

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
設
計
の
概
要

［
号
を
加
え
る
。
］

３

第
一
項
の
設
計
図
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
設
計
図
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

図
面
の
種
類

縮
尺

明
示
す
べ
き
事
項

図
面
の
種
類

縮
尺

明
示
す
べ
き
事
項

施
設
建

各
階
平

五
百
分
の

縮
尺
、
方
位
並
び
に
柱
、
外
壁
、
廊
下
、
階
段
及
び
昇
降
機
の
位
置

施
設
建

各
階
平

五
百
分
の

方
位
並
び
に
柱
、
外
壁
、
廊
下
、
階
段
及
び
昇
降
機
の
位
置

築
物

面
図

一
以
上

築
物

面
図

一
以
上

二
面
以

五
百
分
の

縮
尺
並
び
に
施
設
建
築
物
、
床
及
び
各
階
の
天
井
の
高
さ

二
面
以

五
百
分
の

施
設
建
築
物
、
床
及
び
各
階
の
天
井
の
高
さ

上
の
断

一
以
上

上
の
断

一
以
上

面
図

面
図

施
設
建

平
面
図

五
百
分
の

縮
尺
、
方
位
、
施
設
建
築
物
、
主
要
な
給
水
施
設
、
排
水
施
設
、
電

施
設
建

平
面
図

五
百
分
の

方
位
、
施
設
建
築
物
、
主
要
な
給
水
施
設
、
排
水
施
設
、
電
気
施
設
及

築
敷
地

一
以
上

気
施
設
及
び
ガ
ス
施
設
の
位
置
並
び
に
広
場
、
駐
車
施
設
、
遊
び
場

築
敷
地

一
以
上

び
ガ
ス
施
設
の
位
置
並
び
に
広
場
、
駐
車
施
設
、
遊
び
場
そ
の
他
の
共

そ
の
他
の
共
同
施
設
、
通
路
及
び
消
防
用
水
利
施
設
の
位
置

同
施
設
、
通
路
及
び
消
防
用
水
利
施
設
の
位
置

公
共
施

平
面
図

五
百
分
の

縮
尺
、
方
位
並
び
に
公
共
施
設
の
位
置
及
び
形
状

公
共
施

平
面
図

五
百
分
の

方
位
並
び
に
公
共
施
設
の
位
置
及
び
形
状

設

一
以
上

設

一
以
上

二
面
以

五
百
分
の

縮
尺
並
び
に
公
共
施
設
の
構
造
及
び
現
在
の
地
盤
面

二
面
以

五
百
分
の

公
共
施
設
の
構
造
及
び
現
在
の
地
盤
面

上
の
断

一
以
上

上
の
断

一
以
上

面
図

面
図

個
別
利

平
面
図

五
百
分
の

縮
尺
、
方
位
並
び
に
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
位
置
及
び
形
状

[

欄
を
加
え
る
。
］

用
区
内

一
以
上

の
宅
地

（
設
計
の
概
要
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

（
設
計
の
概
要
の
設
定
に
関
す
る
基
準
）

第
七
条

法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
設
計
の
概
要
の
設
定
に
関
す
る
同
条
第
六
項
の
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲

第
七
条

法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
設
計
の
概
要
の
設
定
に
関
す
る
同
条
第
三
項
の
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

［
略
］

一
～
十

［
同
上
］
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（
資
金
計
画
に
関
す
る
基
準
）

（
資
金
計
画
に
関
す
る
基
準
）

第
八
条

法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
資
金
計
画
に
関
す
る
同
条
第
六
項
の
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

第
八
条

法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
資
金
計
画
に
関
す
る
同
条
第
三
項
の
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

（
組
合
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
組
合
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
十
一
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
公

第
十
一
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
公

告
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
同
条
第
三
項
の
認
可
に
係
る
公
告
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号

告
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
同
条
第
三
項
の
認
可
に
係
る
公
告
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号

及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
同
上
］

五

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

［
号
を
加
え
る
。
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

［
略
］

六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

３

［
同
上
］

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

三

前
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
変
更
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

四

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
個
別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従

［
号
を
加
え
る
。
］

前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
個
別
利
用
区
の
面
積
が
拡
張
さ

れ
た
と
き
は
、
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

五

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
と
き
、
又
は

四

施
行
地
区
を
変
更
し
て
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
を
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
し
た
と
き
は
、
権
利
変

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
に
応
じ
な
い

換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

六

［
略
］

五

［
同
上
］

（
電
磁
的
記
録
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
十
二
条

法
第
二
十
七
条
第
七
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

第
十
二
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
再
開
発
会
社
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
再
開
発
会
社
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
十
六
条
の
七

法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
の
七

［
同
上
］
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一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
同
上
］

五

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

［
号
を
加
え
る
。
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

２

法
第
五
十
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

２

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
個
別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従

［
号
を
加
え
る
。
］

前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
個
別
利
用
区
の
面
積
が
拡
張
さ

れ
た
と
き
は
、
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

四

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
と
き
、
又
は

三

施
行
地
区
を
変
更
し
て
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
を
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
し
た
と
き
は
、
権
利
変

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
に
応
じ
な
い

換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
譲
受
け
希
望
の
申
出
若
し
く
は
賃
借
り
希
望
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き

旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
譲
受
け
希
望
の
申
出
若
し
く
は
賃

る
期
限

借
り
希
望
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

五

［
略
］

四

［
同
上
］

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
同
上
］

（
施
行
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
七
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
事
業
計
画
に
お
い
て
個

［
条
を
加
え
る
。
］

別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
施
行
規
程
で
定
め
る
規
模
と
す

る
。

（
地
方
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
地
方
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
十
八
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

［
同
上
］

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
同
上
］

四

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

［
号
を
加
え
る
。
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

２

法
第
五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

２

［
同
上
］

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
個
別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従

［
号
を
加
え
る
。
］

前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
個
別
利
用
区
の
面
積
が
拡
張
さ

れ
た
と
き
は
、
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

四

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
と
き
、
又
は

三

施
行
地
区
を
変
更
し
て
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
を
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
し
た
と
き
は
、
権
利
変

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
に
応
じ
な
い

換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
譲
受
け
希
望
の
申
出
若
し
く
は
賃
借
り
希
望
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
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旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
譲
受
け
希
望
の
申
出
若
し
く
は
賃

る
期
限

借
り
希
望
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

五

［
略
］

四

［
同
上
］

（
施
行
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
八
条
の
二

第
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
二

［
条
を
加
え
る
。
］

項
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
機
構
等
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
機
構
等
施
行
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
十
九
条

法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

第
十
九
条

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
同
上
］

四

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

［
号
を
加
え
る
。
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

２

法
第
五
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
同
上
］

三

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
個
別
利
用
区
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従

［
号
を
加
え
る
。
］

前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
個
別
利
用
区
の
面
積
が
拡
張
さ

れ
た
と
き
は
、
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

四

事
業
計
画
の
変
更
に
よ
り
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
が
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
さ
れ
た
と
き
、
又
は

三

施
行
地
区
を
変
更
し
て
従
前
の
施
行
地
区
外
の
土
地
を
新
た
に
施
行
地
区
に
編
入
し
た
と
き
は
権
利
変
換

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
に
応
じ
な
い

を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
譲
受
け
希
望
の
申
出
若
し
く
は
賃
借
り
希
望
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
又
は
譲
受
け
希
望
の
申
出
若
し
く
は
賃

期
限

借
り
希
望
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

五

［
略
］

四

［
同
上
］

（
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
の
方
法
）

第
二
十
四
条
の
二

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
五
の
二
の
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の

［
条
を
加
え
る
。
］

権
利
変
換
の
申
出
書
に
、
自
己
が
施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
借
地
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
施
行
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
申
出
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
第
一
号
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
の
三
の
個

別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
に
関
す
る
同
意
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
等
の
方
法
）

（
権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
等
の
方
法
）
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第
二
十
五
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六
の
金
銭
給

第
二
十
五
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六
の
金
銭
給

付
等
希
望
申
出
書
に
、
自
己
が
施
行
地
区
内
の
宅
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）
の
所
有
者
、
そ
の
宅
地
に
つ
い

付
等
希
望
申
出
書
に
、
自
己
が
施
行
地
区
内
の
宅
地
の
所
有
者
、
そ
の
宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
又

て
借
地
権
を
有
す
る
者
又
は
施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）
に
権
原
に
基
づ
き
建
築
物
を
所
有

は
施
行
地
区
内
の
土
地
に
権
原
に
基
づ
き
建
築
物
を
所
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
附
し
て
、

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
施
行
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

こ
れ
を
施
行
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の

合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
同
項
の
同
意
を

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
同
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
も
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら

得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
も
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
七
十
一
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式

３

法
第
七
十
一
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八

第
八
の
金
銭
給
付
等
希
望
申
出
撤
回
書
又
は
別
記
様
式
第
九
の
借
家
権
消
滅
希
望
申
出
撤
回
書
を
施
行
者
に
提

の
金
銭
給
付
等
希
望
申
出
撤
回
書
又
は
別
記
様
式
第
九
の
借
家
権
消
滅
希
望
申
出
撤
回
書
を
施
行
者
に
提
出
し

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
利
変
換
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
認
可
申
請
手
続
）

（
権
利
変
換
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
認
可
申
請
手
続
）

第
二
十
六
条

法
第
七
十
二
条
第
一
項
後
段
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
権
利
変
換
計
画
に
、
同
条

第
二
十
六
条

［
同
上
］

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
後
段
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
権
利
変
換
計
画
の
う

ち
変
更
に
係
る
事
項
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
認
可
申
請
書
と
と
も
に
、
こ
れ
を
都
道
府
県
又
は

機
構
等
（
市
の
み
が
設
立
し
た
地
方
住
宅
供
給
公
社
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
個
人
施
行

者
、
組
合
、
再
開
発
会
社
、
市
町
村
又
は
市
の
み
が
設
立
し
た
地
方
住
宅
供
給
公
社
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

［
略
］

一
～
五

［
同
上
］

六

法
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
り
権
利
変
換
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
土

六

法
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
り
権
利
変
換
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
土

地
調
書
及
び
物
件
調
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土
地
調
書
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
施
行
地
区
内
の
土

地
調
書
及
び
物
件
調
書
並
び
に
施
行
地
区
内
の
土
地
又
は
物
件
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
及
び
参
加
組
合
員

地
又
は
物
件
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
及
び
参
加
組
合
員
又
は
特
定
事
業
参
加
者
の
す
べ
て
の
同
意
を
得
た

又
は
特
定
事
業
参
加
者
の
す
べ
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

こ
と
を
証
す
る
書
類

七

法
第
百
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
権
利
変
換
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
土
地
調
書
等
及
び
施
行

［
号
を
加
え
る
。
］

地
区
内
の
土
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
存
す
る
物
件
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
及
び
参
加
組

合
員
又
は
特
定
事
業
参
加
者
の
全
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

八

法
第
百
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
権
利
変
換
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
土
地
調
書
等
及
び
指
定

［
号
を
加
え
る
。
］

宅
地
又
は
こ
れ
に
存
す
る
物
件
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
の
全
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

（
権
利
変
換
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

（
権
利
変
換
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
二
十
七
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

第
二
十
七
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
価
額
の
概
算
額

［
号
を
加
え
る
。
］

三

［
略
］

二

［
同
上
］

（
権
利
変
換
計
画
に
関
す
る
図
書
）

（
権
利
変
換
計
画
に
関
す
る
図
書
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
同
上
］

２

前
項
の
配
置
設
計
図
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
配
置
設
計
図
は
、
第
五
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
施
設
建
築
物
の
各
階
平
面
図
に
各
施
設
建
築
物
の

一

第
五
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
施
設
建
築
物
の
各
階
平
面
図
に
各
施
設
建
築
物
の
一
部
の
配
置
及
び
用
途

一
部
の
配
置
及
び
用
途
を
表
示
し
た
も
の
並
び
に
同
表
に
掲
げ
る
施
設
建
築
敷
地
の
平
面
図
に
各
施
設
建
築
敷

を
表
示
し
た
も
の

地
の
区
域
を
表
示
し
た
も
の
及
び
同
表
に
掲
げ
る
公
共
施
設
の
平
面
図
と
す
る
。

二

第
五
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
施
設
建
築
敷
地
の
平
面
図
に
各
施
設
建
築
敷
地
の
区
域
を
表
示
し
た
も
の

三

第
五
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
公
共
施
設
の
平
面
図

四

第
五
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
平
面
図
に
各
個
別
利
用
区
及
び
当
該
個
別
利
用

区
内
の
各
宅
地
の
区
域
を
表
示
し
た
も
の

３

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
法
第
百
九
条
の
二
第
六
項
及

３

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
法
第
百
九
条
の
二
第
六
項
の
規

び
法
第
百
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並
び

定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並
び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件

に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
は
、
別
記
様
式
第
十
（
法
第
百
十
条
及
び
法
第
百
十
条
の
二
の
場
合

の
概
要
は
、
別
記
様
式
第
十
（
法
第
百
十
条
又
は
法
第
百
十
一
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
十
一
又

に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
十
一
又
は
法
第
百
十
一
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
十
二
）
の
権
利
変

は
別
記
様
式
第
十
二
）
の
権
利
変
換
計
画
書
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

換
計
画
書
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
第
三
十
条
第
一
項
の
償
却
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
償
却
方
法
等
）

（
令
第
三
十
条
第
一
項
の
償
却
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
償
却
方
法
等
）

第
三
十
条

［
略
］

第
三
十
条

［
同
上
］

２
～
５

［
略
］

２
～
５

［
同
上
］

６

法
第
百
十
一
条
の
場
合
及
び
法
第
百
九
条
の
三
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場

［
項
を
加
え
る
。
］

合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
中
「
合
計
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
価
額
か
ら
、
合
計
価
額
に
令
第
四
十
三

条
の
六
に
規
定
す
る
都
市
高
速
鉄
道
の
地
上
権
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
」
と
読
み
替
え
て
、
同

項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７

［
略
］

６

［
同
上
］

８

［
略
］

７

［
同
上
］

（
特
定
施
設
建
築
物
の
建
築
計
画
の
内
容
）

（
特
定
施
設
建
築
物
の
建
築
計
画
の
内
容
）

第
三
十
四
条
の
三

［
略
］

第
三
十
四
条
の
三

［
同
上
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
同
上
］

４

第
二
項
の
設
計
図
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
設
計
図
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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図
面
の
種
類

縮
尺

明
示
す
べ
き
事
項

図
面
の
種
類

縮
尺

明
示
す
べ
き
事
項

特
定
施

各
階
平

五
百
分
の

縮
尺
、
方
位
並
び
に
用
途
及
び
住
宅
の
規
格
並
び
に
柱
、
壁
、
開

特
定
施

各
階
平

五
百
分
の

方
位
、
用
途
及
び
住
宅
の
規
格
並
び
に
柱
、
壁
、
開
口
部
、
廊
下
、
階

設
建
築

面
図

一
以
上

口
部
、
廊
下
、
階
段
及
び
昇
降
機
の
位
置

設
建
築

面
図

一
以
上

段
及
び
昇
降
機
の
位
置

物

物

二
面
以

五
百
分
の

縮
尺
並
び
に
特
定
施
設
建
築
物
、
床
及
び
各
階
の
天
井
の
高
さ

二
面
以

五
百
分
の

特
定
施
設
建
築
物
、
床
及
び
各
階
の
天
井
の
高
さ

上
の
断

一
以
上

上
の
断

一
以
上

面
図

面
図

二
面
以

五
百
分
の

縮
尺
及
び
開
口
部
の
位
置

二
面
以

五
百
分
の

開
口
部
の
位
置

上
の
立

一
以
上

上
の
立

一
以
上

面
図

面
図

特
定
施

平
面
図

五
百
分
の

縮
尺
、
方
位
並
び
に
特
定
施
設
建
築
物
、
主
要
な
給
水
施
設
、
排

特
定
施

平
面
図

五
百
分
の

方
位
、
特
定
施
設
建
築
物
、
主
要
な
給
水
施
設
、
排
水
施
設
、
電
気
施

設
建
築

一
以
上

水
施
設
、
電
気
施
設
及
び
ガ
ス
施
設
の
位
置
並
び
に
広
場
、
駐
車

設
建
築

一
以
上

設
及
び
ガ
ス
施
設
の
位
置
並
び
に
広
場
、
駐
車
施
設
、
遊
び
場
、
修
景

物
の
敷

施
設
、
遊
び
場
、
修
景
施
設
そ
の
他
の
共
同
施
設
、
通
路
及
び
消

物
の
敷

施
設
そ
の
他
の
共
同
施
設
、
通
路
及
び
消
防
用
水
利
施
設
の
位
置

地

防
用
水
利
施
設
の
位
置

地

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
管
理
処
分
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
認
可
申
請
手
続
）

（
管
理
処
分
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
認
可
申
請
手
続
）

第
三
十
七
条
の
三

法
第
百
十
八
条
の
六
第
一
項
後
段
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
三
十
七
条
の
三

［
同
上
］

認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
、
都
道

府
県
又
は
機
構
等
（
市
の
み
が
設
立
し
た
地
方
住
宅
供
給
公
社
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、

再
開
発
会
社
、
市
町
村
又
は
市
の
み
が
設
立
し
た
地
方
住
宅
供
給
公
社
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
同
上
］

四

法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
の
規
定
に
よ
り
管
理
処
分
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一

四

法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
管
理
処
分
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一

項
の
譲
受
け
希
望
の
申
出
を
し
た
者
及
び
賃
借
り
希
望
の
申
出
を
し
た
者
（
法
第
百
十
八
条
の
十
八
又
は
法

項
の
譲
受
け
希
望
の
申
出
を
し
た
者
及
び
賃
借
り
希
望
の
申
出
を
し
た
者
（
法
第
百
十
八
条
の
十
八
又
は
法

第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
施
設
の
部
分
若
し
く
は
施
設
建
築
物
の
一
部
に
つ

第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
施
設
の
部
分
若
し
く
は
施
設
建
築
物
の
一
部
に
つ

い
て
の
借
家
権
又
は
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は
施
設
建
築
物
に
関
す
る
権
利
を
取
得
し
た
者
を
除
く
。
）
並

い
て
の
借
家
権
又
は
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は
施
設
建
築
物
に
関
す
る
権
利
を
取
得
し
た
者
を
除
く
。
）
並

び
に
特
定
事
業
参
加
者
の
す
べ
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

び
に
特
定
事
業
参
加
者
の
す
べ
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

［
略
］

五

［
同
上
］
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（
管
理
処
分
計
画
に
関
す
る
図
書
）

（
管
理
処
分
計
画
に
関
す
る
図
書
）

第
三
十
七
条
の
五

［
略
］

第
三
十
七
条
の
五

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五

３

法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
九
条
の
二
第
六
項
及
び
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
第
二
項
に
お
い
て

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の

準
用
す
る
法
第
百
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰

明
細
及
び
そ
の
帰
属
並
び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
（
法
第
百
十
八

属
並
び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
（
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三

条
の
二
十
五
の
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
の
二
）
の
管
理
処
分
計
画
書
を
作
成
し
て
定
め

の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
の
二
）
の
管
理
処
分
計
画
書
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
と
の
一
体
的
施
行
に
つ
い
て
こ
の
省
令
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
土
地
区
画
整
理
事
業
と
の
一
体
的
施
行
に
つ
い
て
こ
の
省
令
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
三
十
七
条
の
九
の
二

法
第
百
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
三
十
七
条
の
九
の
二

［
同
上
］

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

第
二
十
五
条
第
一
項

内
の
宅
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。

内
の
宅
地
（
指
定
宅
地
及
び
特
定
仮
換
地
で

第
二
十
五
条
第
一
項

内
の
宅
地

内
の
宅
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除

）

あ
る
宅
地
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮

、
第
三
十
七
条
の
二

き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す

換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）

第
一
項
、
第
三
十
七

る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）

条
の
九

第
二
十
五
条
第
一
項

施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定
宅
地

権
原
に
基
づ
き
施
行
地
区
内
の

第
二
十
五
条
第
一
項

施
行
地
区
内
の
土
地
に
権
原
に
基
づ
き

権
原
に
基
づ
き
施
行
地
区
内
の

を
除
く
。
）
に
権
原
に
基
づ
き

、
第
三
十
七
条
の
二

第
一
項

第
二
十
五
条
第
一
項

建
築
物

建
築
物
（
指
定
宅
地
に
存
す
る
建
築
物
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項

建
築
物

建
築
物
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
存

施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
存
す
る
建
築

す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
土
地
区
画
整
理
事
業

物
で
あ
つ
て
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に

の
施
行
に
伴
い
当
該
特
定
仮
換
地
か
ら
移
転

伴
い
当
該
特
定
仮
換
地
か
ら
移
転
し
、
又
は

し
、
又
は
除
却
す
べ
き
も
の
（
以
下
「
施
行

除
却
す
べ
き
も
の
（
以
下
「
施
行
地
区
内
の

地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら
の
移
転
建
築
物

特
定
仮
換
地
か
ら
の
移
転
建
築
物
等
」
と
い

等
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の

う
。
）
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換

特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
に
存

地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
に
存
す
る
建
築

す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
土
地
区
画
整
理
事
業
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物
で
あ
つ
て
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に

の
施
行
に
伴
い
当
該
特
定
仮
換
地
に
移
転
し

伴
い
当
該
特
定
仮
換
地
に
移
転
し
、
又
は
除

、
又
は
除
却
す
べ
き
も
の
（
以
下
「
施
行
地

却
す
べ
き
も
の
（
以
下
「
施
行
地
区
内
の
特

区
内
の
特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等
」

定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
を
含
む
。
）

）
を
含
む
。
）

第
二
十
五
条
第
二
項

建
築
物

建
築
物
（
指
定
宅
地
に
存
す
る
建
築
物
及
び

第
二
十
五
条
第
二
項

建
築
物

建
築
物
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら

施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら
の
移
転
建

、
第
三
十
六
条
、
第

の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の

築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換

三
十
七
条
の
二
第
一

特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等
を
含
む
。

地
へ
の
移
転
建
築
物
等
を
含
む
。
）

項
及
び
第
二
項

）

［
略
］

［
同
上
］

第
二
十
六
条
第
七
号

を
除
く
。

及
び
特
定
仮
換
地
を
除
き
、
特
定
仮
換
地
に

[

欄
を
加
え
る
。
］

対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。

［
略
］

［
同
上
］

第
二
十
七
条
第
一
号
、

施
設
建
築
敷
地

施
設
建
築
敷
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
施
設

第
二
十
七
条
第
一
号

施
設
建
築
敷
地

施
設
建
築
敷
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
施
設

第
二
十
九
条
、
第
三
十

建
築
敷
地
を
除
き
、
施
設
建
築
敷
地
と
な
る

、
第
二
十
九
条
、
第

建
築
敷
地
を
除
き
、
施
設
建
築
敷
地
と
な
る

七
条
の
三
第
四
号

べ
き
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地

三
十
七
条
の
三
第
三

べ
き
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地

を
含
む
。
）

号

を
含
む
。
）

［
略
］

［
同
上
］

第
三
十
六
条

建
築
物
に

建
築
物
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら

[

欄
を
加
え
る
。
］

の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の

特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等
を
含
む
。

）
に

第
三
十
七
条
の
二
第
一

内
の
宅
地

内
の
宅
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除

[

欄
を
加
え
る
。
］

項
、
第
三
十
七
条
の
九

き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す

る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
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第
三
十
七
条
の
二
第
一

施
行
地
区
内
の
土
地
に
権
原
に
基

権
原
に
基
づ
き
施
行
地
区
内
の

[

欄
を
加
え
る
。
］

項

づ
き

第
三
十
七
条
の
二
第
一

建
築
物

建
築
物
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら

[

欄
を
加
え
る
。
］

項
及
び
第
二
項

の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の

特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等
を
含
む
。

）

［
略
］

［
同
上
］

（
公
告
の
方
法
等
）

（
公
告
の
方
法
等
）

第
三
十
九
条

法
第
七
条
の
五
第
二
項
、
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
（
法
第
七
条
の
十
六
第
二
項
及
び
法
第
七
条

第
三
十
九
条

法
第
七
条
の
五
第
二
項
、
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
（
法
第
七
条
の
十
六
第
二
項
及
び
法
第
七
条

の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
十
七
第
八
項
、
法
第
十
九
条
第
一
項
（

の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
十
七
第
八
項
、
法
第
十
九
条
第
一
項
（

法
第
三
十
八
条
第
二
項
並
び
に
法
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

法
第
三
十
八
条
第
二
項
並
び
に
法
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

し
く
は
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
、

し
く
は
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
、

法
第
四
十
五
条
第
六
項
、
法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
（
法
第
五
十
条
の
九
第
二
項
、
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二

法
第
四
十
五
条
第
六
項
、
法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
（
法
第
五
十
条
の
九
第
二
項
、
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二

項
及
び
法
第
五
十
条
の
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
（
法
第

項
及
び
法
第
五
十
条
の
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
（
法
第

五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
六
十
六
条
第
五
項
、
法
第
七
十
条
の
二
第
五
項
若
し

五
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
六
十
六
条
第
五
項
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項
（
法
第

く
は
第
六
項
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項
（
法
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第

百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
条
、
法
第
百
十
三
条
（
法
第
百
十
八
条
の
三

百
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
百
十
三
条
（
法
第
百
十
八
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
十
八
条
の
三
十
第
二
項

定
を
法
第
百
十
八
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
八
条
の
十
七
、
法
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
八
条
の
十
七
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
法
第
百

百
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
五
項
の
公
告
は
、

二
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
五
項
の
公
告
は
、
官
報
、
公
報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に

官
報
、
公
報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
同
上
］

５

都
道
府
県
知
事
、
市
長
、
施
行
者
又
は
事
業
代
行
者
は
、
法
第
七
条
の
五
第
二
項
、
法
第
七
条
の
十
七
第
八

５

都
道
府
県
知
事
、
市
長
、
施
行
者
又
は
事
業
代
行
者
は
、
法
第
七
条
の
五
第
二
項
、
法
第
七
条
の
十
七
第
八

項
、
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
、
法
第
六
十
六
条
第
五
項
、

項
、
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
八
第
一
項
、
法
第
六
十
六
条
第
五
項
、

法
第
七
十
条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
法
第
百
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
百
十
三
条
（
法
第

法
第
百
条
、
法
第
百
十
三
条
（
法
第
百
十
八
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第

百
十
八
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

百
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
十
八
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
十
八
条
の
三
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
八
条

場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
十
八
条
の
十
七
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
三

の
十
七
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
第
一
項
、
法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
五

項
又
は
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
五
項
の
公
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
内
容
を
市
街
地
再
開
発
事
業
の

項
の
公
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
内
容
を
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
地
区
内
の
適
当
な
場
所
に
、
そ

施
行
地
区
内
の
適
当
な
場
所
に
、
そ
の
公
告
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
間
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
公
告
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
間
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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様
式
第
五
の
二

（第
二
十
四
条
の
二
関
係

）

［様
式
を
加
え
る

。

］

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
書

年
月

日

殿

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
住
所

利
変
換
の
申
出
を
し
よ
う
と
す

る
者

氏
名

印

イロ

都
市
再
開
発
法
第
７
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

同
条
第
２
項
第
２
号

に
該
当
す
る

、

ハニ

存
置

宅
地

下
記
の
建
築
物
を

す
る
た
め

下
記
の

に
つ
い
て
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
個
別
利

、

移
転

借
地
権

用
区
内
の
宅
地
又
は
そ
の
借
地
権
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
を
し
ま
す

。

記

１

．個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
行
う
宅
地
又
は
借
地
権

所
有
権
又
は
借
地
権
を

所
在
及
び
地
番

地
目

地
積

権
利
の
種
別

有
す
る
者
の
氏
名

２

．存
置
又
は
移
転
す
る
建
築
物



- 23 -

所
在

家
屋
番
号

用
途

構
造
の
概
要

延
べ

面
積

容
積

率
建

築
面

積
移

転
時

期

備
考１

「権
利
の
種
別

」の
欄
に
は

所
有
権
又
は
借
地
権
の
別
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

２
法
人
の
場
合
に
お
い
て
は

「住
所

」の
欄
に
は
そ
の
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

「氏
名

、
、

」の
欄
に
は
そ
の
法
人
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

。

３
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名

）の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印

、
、

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

４

「容
積
率

」及
び

「建
築
面
積

」の
欄
に
は

存
置
又
は
移
転
す
る
建
築
物
が
都
市
再
開
発
法
第
7
0
条

、

の
２
第
２
項
第
２
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
に

当
該
建
築
物
の
容
積
率
及
び
建
築
面
積
を
記
載
す
る
こ
と

、

。
５

「移
転
時
期

」の
欄
に
は

当
該
申
出
の
目
的
が

「２
．存

置
又
は
移
転
す
る
建
築
物

」に
記
載
の
建

、

築
物
の
移
転
で
あ
る
場
合
に

移
転
予
定
時
期
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

６
当
該
建
築
物
が
都
市
再
開
発
法
第
7
0
条
の
２
第
２
項
第
２
号
ロ
又
は
ニ
に
該
当
す
る
建
築
物
を
存
置
又

は
移
転
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は

当
該
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る

、

こ
と

。

様
式
第
五
の
三

（第
二
十
四
条
の
二
関
係

）
（Ａ
４

）

［様
式
を
加
え
る

。

］

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
に
関
す
る
同
意
書

年
月

日

殿

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の

住
所

権
利
変
換
の
申
出
の
同
意
を

し
よ
う
と
す
る
者

氏
名

印

宅
地

都
市
再
開
発
法
第
７
０
条
の
２
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り

下
記
の

に
つ
い
て
の
権
利
変

、
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借
地
権

換
計
画
に
お
い
て
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
又
は
そ
の
借
地
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
定
め
る
べ
き
旨
の
申
出
を
す

る
こ
と
に
同
意
し
ま
す

。

記

１

．申
出
を
行
う
宅
地

所
有
権
又
は
借
地
権
を

所
在
及
び
地
番

地
目

地
積

権
利
の
種
別

有
す
る
者
の
氏
名

２

．同
意
す
る
者
の
権
利

イ
宅
地

権
利
の

権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
宅
地
の

権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
宅
地
の
面
積

種
類

所
在
及
び
地
番

ロ
建
築
物

権
利
の
目
的

権
利
の

と
な
つ
て
い
家
屋
番
号

用
途

構
造
の

延
べ
面
積

権
利
の
目
的
と
な
つ
て

種
類

る
建
築
物
の

概
要

い
る
建
築
物
の
面
積

所
在
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備
考１

不
要
の
部
分
は
消
す
こ
と

。

２

「権
利
の
種
別

」の
欄
に
は

所
有
権
又
は
借
地
権
の
別
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

３
借
家
権
が
建
築
物
の
一
部
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

そ
の
建
築
物
の
一
部
に
関
す
る
事

、

項
を
記
載
す
る
こ
と

。

４
法
人
の
場
合
に
お
い
て
は

「住
所

」の
欄
に
は
そ
の
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

「氏
名

、
、

」の
欄
に
は
そ
の
法
人
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

。

５
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印
を

、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

様
式
第
六

（第
二
十
五
条
関
係

）

様
式
第
六

（第
二
十
五
条
関
係

）

金
銭

給
付

等
希

望
申

出
書

金
銭

給
付

等
希

望
申

出
書

［略

］

［同
左

］

宅
地

宅
地

都
市
再
開
発
法
第
7
1
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の

借
地
権

に
つ
い
て
同
法
第
8
7
条
又
は
第
8
8

都
市
再
開
発
法
第
7
1
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の

借
地
権

に
つ
い
て
同
法
第
8
7
条
の
規
定
に

、
、

建
築
物

建
築
物

金
銭

の
給

付
金

銭
の

給
付

条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
変
換
を
希
望
せ
ず

を
希
望
す
る

よ
る
権
利
の
変
換
を
希
望
せ
ず

を
希
望
す
る
の
で
申
し
出
ま
す

。

、
、

建
築
物
の
他
へ
の
移
転

建
築
物
の
他
へ
の
移
転

の
で
申
し
出
ま
す

。

［略

］

［同
左

］

様
式
第
八

（第
二
十
五
条
関
係

）

様
式
第
八

（第
二
十
五
条
関
係

）

金
銭

給
付

等
希

望
申

出
撤

回
書

金
銭

給
付

等
希

望
申

出
撤

回
書

［略

］

［同
左

］
第
４
項

宅
地

第
５
項

宅
地

都
市
再
開
発
法
第
7
1
条

第
５
項

の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の

借
地
権

に
つ
い
て
の
同
法
第
8
7
条
の

都
市
再
開
発
法
第
7
1
条

の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の

借
地
権

に
つ
い
て
の
同
法
第
8
7
条
の

、
、

第
６
項

建
築
物

第
６
項

建
築
物

金
銭

の
給

付

規
定
に
よ
る
権
利
の
変
換
を
希
望
せ
ず

を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
撤
回
し
ま
す

金
銭

の
給

付
、

建
築
物
の
他
へ
の
移
転

規
定
に
よ
る
権
利
の
変
換
を
希
望
せ
ず

を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
撤
回
し
ま
す

、
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建
築
物
の
他
へ
の
移
転

。
。

［略
］

［同
左

］

様
式
第
九

（第
二
十
五
条
関
係

）

様
式
第
九

（第
二
十
五
条
関
係

）

借
家

権
消

滅
希

望
申

出
撤

回
書

借
家

権
消

滅
希

望
申

出
撤

回
書

［略

］

［同
左

］

第
４
項

第
５
項

都
市
再
開
発
法
第
7
1
条

第
５
項

の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
建
築
物
に
つ
い
て
の
同
法
第
8
8
条
第
５
項

都
市
再
開
発
法
第
7
1
条

の
規
定
に
基
づ
き

下
記
の
建
築
物
に
つ
い
て
の
同
法
第
8
8
条
第
５
項

、
、

第
６
項

第
６
項

の
規
定
に
よ
る
借
家
権
の
取
得
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
撤
回
し
ま
す

。

の
規
定
に
よ
る
借
家
権
の
取
得
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
撤
回
し
ま
す

。

［略

］

［同
左

］

様
式
第
十

（第
二
十
八
条
関
係

）

様
式
第
十

（第
二
十
八
条
関
係

）
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（四

）

（七

）

［略

］

（四

）

（七

）

［同
左

］

～
～

（八

）権
利
変
換
期
日

土
地
の
明
渡
し
の
予
定
時
期

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
整
備
工
事
の
完
了
の
予
定
時

（八

）権
利
変
換
期
日

土
地
明
渡
し
の
予
定
時
期
及
び
工
事
完
了
の
予
定
時
期

、
、

、

期
及
び
施
設
建
築
物
の
建
築
工
事
の
完
了
の
予
定
時
期

（九

）
・
（十

）

［略

］

（九

）
・
（十

）

［同
左

］
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［様
式
を
加
え
る

。

］

［様
式
を
加
え
る

。

］

［様
式
を
加
え
る

。

］
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［様
式
を
加
え
る

。

］

備
考

備
考

１
６

［略

］

１
６

［同
左

］

～
～

７
法
第
1
0
9
条
の
３
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並

［項
を
加
え
る

。

］

び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
の

「備
考

」欄
に
は

従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
に
代
え
て
新

、

た
な
都
市
高
速
鉄
道
が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の

、

所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は

そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

８

［略

］

７

［同
左

］

様
式
第
十
一

（第
二
十
八
条
関
係

）

様
式
第
十
一

（第
二
十
八
条
関
係

）



- 30 -

（三

）

（六

）

［略

］

（三

）

（六

）

［同
左

］

～
～

（七

）

権
利
変
換
期
日

土
地
の
明
渡
し
の
予
定
時
期

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
整
備
工
事
の
完
了
の
予
定

（七

）

権
利
変
換
期
日

土
地
明
渡
し
の
予
定
時
期
及
び
工
事
完
了
の
予
定
時
期

、
、

、

時
期
及
び
施
設
建
築
物
の
建
築
工
事
の
完
了
の
予
定
時
期

（八

）
・
（九

）

［略

］

（八

）
・
（九

）

［同
左

］

［様
式
を
加
え
る

。

］
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［様
式
を
加
え
る

。

］

［様
式
を
加
え
る

。

］

［様
式
を
加
え
る

。

］
備
考

備
考

１
６

［略

］

１
６

［同
左

］

～
～

７
法
第
1
0
9
条
の
３
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並

［項
を
加
え
る

。

］

び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
の

「備
考

」欄
に
は

従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
に
代
え
て
新

、
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た
な
都
市
高
速
鉄
道
が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の

、

所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は

そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

８
［略

］

７

［同
左

］

様
式
第
十
二

（第
二
十
八
条
関
係

）

様
式
第
十
二

（第
二
十
八
条
関
係

）
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（四

）

（七

）

［略

］

（四

）

（七

）

［同
左

］

～
～

（八

）

権
利
変
換
期
日

土
地
の
明
渡
し
の
予
定
時
期

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
整
備
工
事
の
完
了
の
予
定

（八

）

権
利
変
換
期
日

土
地
明
渡
し
の
予
定
時
期
及
び
工
事
完
了
の
予
定
時
期

、
、

、

時
期
及
び
施
設
建
築
物
の
建
築
工
事
の
完
了
の
予
定
時
期

（九

）
・
（十

）

［略

］

（九

）
・
（十

）

［同
左

］

［様
式
を
加
え
る

。

］
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［様
式
を
加
え
る

。

］

［様
式
を
加
え
る

。

］

［様
式
を
加
え
る

。

］

備
考

備
考

１
６

［略

］

１
６

［同
左

］

～
～

７
法
第
1
0
9
条
の
３
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並

［項
を
加
え
る

。

］
び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
の

「備
考

」欄
に
は

、従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
に
代
え
て
新

た
な
都
市
高
速
鉄
道
が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の

、

所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は

、そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

。
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８

［略

］

７

［同
左

］

様
式
第
十
三

（第
三
十
一
条
関
係

）

様
式
第
十
三

（第
三
十
一
条
関
係

）

裁
決

申
請

書
裁

決
申

請
書

［略

］

［同
左

］

都
市
再
開
発
法
第
7
3
条
第
１
項
第
３
号

第
８
号

第
1
6
号
又
は
第
1
7
号
の
価
額
に
つ
い
て

同
法
第
8
3
条

都
市
再
開
発
法
第
7
3
条
第
１
項
第
３
号

第
1
1
号
又
は
第
1
2
号
の
価
額
に
つ
い
て

同
法
第
8
3
条
第
３
項
の

、
、

、
、

、

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
２
項
の
意
見
書
を
採
択
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で

同
法
第
8
5
条
第
１

規
定
に
よ
り
同
条
第
２
項
の
意
見
書
を
採
択
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で

同
法
第
8
5
条
第
１
項
の
規
定

、
、

項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
裁
決
を
申
請
し
ま
す

。

に
よ
り

下
記
の
と
お
り
裁
決
を
申
請
し
ま
す

。

、
、

記
記

［略

］

［同
左

］

３
都
市
再
開
発
法
第
7
3
条
第
１
項
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
３
号

第
８
号

第
1
6

３
都
市
再
開
発
法
第
7
3
条
第
１
項
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
３
号

第
1
1
号
又
は
第
1

、
、

、

号
又
は
第
1
7
号
に
掲
げ
る
宅
地
若
し
く
は
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
及
び
そ
の
価
額

2
号
に
掲
げ
る
宅
地
若
し
く
は
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
及
び
そ
の
価
額

４
都
市
再
開
発
法
第
7
3
条
第
１
項
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
３
号

第
８
号

第
1
6

４
都
市
再
開
発
法

第7
3
条
第
１
項
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
３
号

第
1
1
号
又
は
第
1

、
、

、

号
又
は
第
1
7
号
に
掲
げ
る
宅
地
若
し
く
は
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
の
価
額
の
見
積
り
及
び
そ
の

2
号
に
掲
げ
る
宅
地
若
し
く
は
建
築
物
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
権
利
の
価
額
の
見
積
り
及
び
そ
の
内
訳

内
訳

［略

］

［同
左

］

様
式
第
二
十
一

（第
三
十
七
条
の
五
関
係

）

様
式
第
二
十
一

（第
三
十
七
条
の
五
関
係

）

（一

）

（七

）

［略

］

（一

）

（七

）

［同
左

］

～
～

［様
式
を
加
え
る

。

］

備
考

備
考

１
５

［略

］

１
５

［同
左

］

～
～

６
法
第
1
1
8
条
の
2
5
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
1
0
9
条
の
３
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と

［項
を
加
え
る

。

］

さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並
び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
の

「備
考

」

欄
に
は

従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
に
代
え
て
新
た
な
都
市
高
速
鉄
道
が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

従
、

、
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前
の
都
市
高
速
鉄
道
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は

そ
の

、

旨
を
記
載
す
る
こ
と

。

７
［略

］

６

［同
左

］

様
式
第
二
十
一
の
二

（第
三
十
七
条
の
五
関
係

）

様
式
第
二
十
一
の
二

（第
三
十
七
条
の
五
関
係

）

（一

）

（七

）

［略

］

（一

）

（七

）

［同
左

］

～
～

［様
式
を
加
え
る

。

］

備
考

備
考

１
５

［略

］

１
５

［同
左

］

～
～

６
法
第
1
1
8
条
の
2
5
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
1
0
9
条
の
３
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と

［項
を
加
え
る

。

］

さ
れ
て
い
る
地
上
権
の
明
細
及
び
そ
の
帰
属
並
び
に
そ
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
条
件
の
概
要
の

「備
考

」

欄
に
は

、従
前
の
都
市
高
速
鉄
道
に
代
え
て
新
た
な
都
市
高
速
鉄
道
が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

、従

前
の
都
市
高
速
鉄
道
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
所
有
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は

、そ
の

旨
を
記
載
す
る
こ
と

。

７

［略

］

６

［同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い

第
一
条
の
三

[

同
上]

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
表
一
の

項
に
掲
げ
る
配
置
図
又
は
各
階
平
面
図
は
、
次
の
表
二
の
二
十
四
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
に
接

（い）

（ろ）

し
て
有
効
な
部
分
の
配
置
図
若
し
く
は
特
定
道
路
の
配
置
図
、
同
表
の
二
十
九
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ

（ろ）

制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
配
置
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物

の
配
置
図
又
は
同
表
の
三
十
項
の

欄
に
掲
げ
る
日
影
図
と
、
表
一
の

項
に
掲
げ
る
二
面
以
上
の
立
面
図
又

（ろ）

（ろ）

は
二
面
以
上
の
断
面
図
は
、
表
二
の
二
十
九
項
の

欄
に
掲
げ
る
道
路
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の

（ろ）

立
面
図
、
隣
地
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
若
し
く
は
北
側
高
さ
制
限
適
合
建
築
物
の
二
面

以
上
の
立
面
図
又
は
同
表
の
四
十
七
項
の

欄
に
掲
げ
る
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向
の
立
面
図
と
、

（ろ）

そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

[

略]

一
～
四

[

同
上]

一

[

略]

一

[

同
上]

二

二

（い）

（ろ）

（い）

（ろ）

図
書
の
書
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
書
類

明
示
す
べ
き
事
項

［
略
］

［
同
上
］

三
十
九
の
二

法
第
六
十
条
の
三
の
規
定

付
近
見
取
図

敷
地
の
位
置

三
十
九
の
二

法
第
六
十
条
の
三
の
規
定

付
近
見
取
図

敷
地
の
位
置

が
適
用
さ
れ
る
建
築
物

配
置
図

地
盤
面
の
異
な
る
区
域
の
境
界
線

が
適
用
さ
れ
る
建
築
物

配
置
図

地
盤
面
の
異
な
る
区
域
の
境
界
線

特
定
用
途
誘
導
地
区
の
境
界
線

特
定
用
途
誘
導
地
区
の
境
界
線

二
面
以
上
の
断

土
地
の
高
低

二
面
以
上
の
断

土
地
の
高
低

面
図

面
図

敷
地
面
積
求
積

敷
地
面
積
の
求
積
に
必
要
な
敷
地
の
各
部
分

［
新
設
］

［
新
設
］

図

の
寸
法
及
び
算
式

建
築
面
積
求
積

建
築
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部

［
新
設
］

［
新
設
］

図

分
の
寸
法
及
び
算
式

法
第
六
十
条

法
第
六
十
条
の

当
該
許
可
に
係
る
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、

法
第
六
十
条

法
第
六
十
条
の

当
該
許
可
に
係
る
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、

の
三
第
一
項

三
第
一
項
第
三

建
築
設
備
又
は
用
途
に
関
す
る
事
項

の
三
第
一
項

三
第
一
項
た
だ

建
築
設
備
又
は
用
途
に
関
す
る
事
項

第
三
号
又
は

号
又
は
第
二
項

た
だ
し
書
の

し
書
の
許
可
の

第
二
項
た
だ

た
だ
し
書
の
許

規
定
が
適
用

内
容
に
適
合
す

し
書
の
規
定

可
の
内
容
に
適

さ
れ
る
建
築

る
こ
と
の
確
認
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が
適
用
さ
れ

合
す
る
こ
と
の

物

に
必
要
な
図
書

る
建
築
物

確
認
に
必
要
な

図
書

［
略
］

［
同
上
］

三
～
五

［
略
］

三
～
五

［
同
上
］

２
～

［
略
］

２
～

［
同
上
］

11

11

（
許
可
申
請
書
及
び
許
可
通
知
書
の
様
式
）

（
許
可
申
請
書
及
び
許
可
通
知
書
の
様
式
）

第
十
条
の
四

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
法
第
四

第
十
条
の
四

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
法
第
四

十
七
条
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た

十
七
条
た
だ
し
書
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た

だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し

だ
し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し

書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
三
項
た
だ
し
書
（
法
第

書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
三
項
た
だ
し
書
（
法
第

八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法
第
八

八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法
第
八

十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
若

十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
若

し
く
は
第
十
四
項
、
法
第
五
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
第
三
号
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号

し
く
は
第
十
四
項
、
法
第
五
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
第
三
号
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号

若
し
く
は
第
四
号
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
五
条
第

若
し
く
は
第
四
号
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
五
十
五
条
第

三
項
各
号
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
九

三
項
各
号
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
五
十
九

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
法

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
法

第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
五
項

第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
若
し
く
は
第
九
項

第
二
号
若
し
く
は
第
九
項
第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
第
二

第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
第
二
号
、
法
第
六
十
八
条
の
三

号
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
法
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
又
は
法

第
四
項
、
法
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
、
法
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
又
は
法
第
八
十
五
条
第
三
項
若
し

第
八
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に

く
は
第
五
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
許
可
を
申
請
し
よ
う

よ
る
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
十
三
号
様
式
（
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
十
三
号
様
式
（
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
あ
つ
て
は

許
可
の
申
請
に
あ
つ
て
は
別
記
第
四
十
四
号
様
式
）
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定

別
記
第
四
十
四
号
様
式
）
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る

行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
、
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
、
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
５

[

略]

２
～
５

[

同
上]

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。


